
社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 福祉人材センター（TEL：088 - 6２５ - ２０４０）

お問い合わせ先

保育士修学資金貸付の「就職準備金貸付」とは

養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録をおこない、 徳島県内で５年間、

保育士の業務に従事した場合等に、貸付金の返還が免除されます。

ご利用条件について

保育士養成施設に在学している方で、（１）～（４）のすべてに該当する方が対象です。

（１）徳島県内の保育士養成施設の学生であり、最終学年にあたる方

（２）月額の保育士修学資金を借りていない方

（３）学業優秀であり、かつ家庭の経済状況から、本貸付が必要であると認められる方

（４）保育士養成施設卒業後1年以内に、保育士登録をおこない、 徳島県内で５年間、

保育士の業務に従事する意思がある方

  ※申込にあたっては、要件を満たす連帯保証人（２名）を立てていただきます。

※申請期間：毎年３月１日～３月３１日 各養成施設を通じての申請となります。

保育士修学資金の貸付を受けていない保育士養成施設に在籍する最終学年の方向けに、

無利子で就職のための費用の貸付を行う制度です。

保育職の就職準備に必要な諸活動（就職に必要な費用、インターンや保育士等就職説明

会への参加のための宿泊・交通費等）に使用していただけます。

返還の免除について

保育士修学資金

就職準備金貸付制度のご案内

 （貸付内容）

就職準備金 20万円以内 ※最終学年の４月に入金

 卒業後、徳島県内の指定施設で５年間保育士業務に従事することで、

貸付金の返還が全額免除されます。
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